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※掘削箇所からの影響範囲は0.5ｍ以上とする。

横断占用が複数ある掘削の場合には、掘削範囲の外縁の間の距離が10ｍ未満の場合は、一体で復旧すること。

また、既存のカッターラインが近接している場合は、新規カッターラインと既存のカッターラインの距離が5ｍ未満の場合には、既存

カッターラインに合わせて復旧すること。

掘削範囲の外縁の距離が10ｍ

以上のため、一体復旧しな

い。

鎌ケ谷市道路復旧一般図（一体復旧基準）
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既存復旧跡

本復旧図（上記の例）

既存のカッターラインとの

距離が5ｍ以上のため、一

体復旧しない。

新規カッターラインと既存カッターラインとの距離が5ｍ未満のため既存カッターラインに合わせて復旧する。

掘削範囲の外縁が10ｍ未満のため一体復旧する。


